
議第 10号議案 

 

   横浜市会委員会条例の一部改正  

 

 横浜市会委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

   令和６年３月 26日提出 

 

                       市会運営委員会        

                       委員長  大  桑  正  貴    



横 浜 市 条 例 （番 号 ） 

   横 浜 市会 委 員 会条 例 の 一 部を 改 正す る 条 例 

横 浜 市 会 委 員 会条 例 （ 昭和 43 年 ５月 横 浜市 条 例 第 28 号） の 一 部を 次 の よ うに 改

正 す る 。 

第 ２ 条 第 １ 号 を次 の よ うに 改 め る。 

(1)  政 策 経 営 ・ 総 務 ・ 財政 委 員 会  11 人 

   政 策 経 営局 、 総 務局 、 デ ジタ ル 統括 本 部 、 財 政局 、 会 計室 、 選 挙 管理 委 員

会 、 人 事 委 員会 、 監 査 委員 及 び 議会 局 の所 管 に 属 す る事 項 

 第 ２ 条 第 ６ 号を 次 の よう に 改 める 。 

(6)  脱 炭 素 ・ GREEN× EXPO 推 進 ・ みど り 環境 ・ 資 源 循 環委 員 会  10 人 

   脱 炭 素 ・ GREEN× EXPO 推 進 局、 み どり 環 境 局 、 資源 循 環 局及 び 農 業 委員 会 の

所 管 に 属 す る事 項 

 第 ２ 条 第 ８ 号を 次 の よう に 改 める 。 

(8)  下 水 道 河 川 ・ 水 道 ・交 通 委 員会  10人 

   下 水 道 河川 局 、 水道 局 及 び交 通 局の 所 管 に 属 する 事 項 

第 ９ 条 の ２ 第 １項 中 「 新型 コ ロ ナウ イ ルス 感 染 症 そ の他 の 重 大な 感 染 症 のま ん

延 又 は 災 害 等の 発 生 等」 を 「 大 規模 な 災害 等 の 発 生 等又 は 重 大な 感 染 症 のま ん 延

」 に 改 め 、 「委 員 を 」の 次 に 「 当該 」 を加 え 、 同 条 第３ 項 中 「参 加 し た 」を 「 参

加 す る 」 に 、「 委 員 会に 出 席 し たも の とみ な し て 、 この 条 例 の規 定 を 適 用す る 」

を 「 こ の 条 例の 規 定 の適 用 に つ いて は 、 当 該 委 員 会 に出 席 し てい る も の とみ な す

」 に 改 め る 。 

第 15 条 の 見 出 し中 「 申 し出 」 を 「申 出 」に 改 め 、 同 条に 次 の １項 を 加 え る。  

２  前 項 の 規 定に か か わら ず 、 同項 の 規定 に よ る 申 出は 、 委 員長 が 定 め ると こ ろ

に よ り 、 委員 長 が 定 める 電 子 情報 処 理組 織 （ 委 員 会の 使 用 に係 る 電 子 計算 機 （

入 出 力 装 置を 含 む 。 以下 こ の 項に お いて 同 じ 。） とそ の 通 知の 相 手 方 の使 用 に

係 る 電 子 計算 機 と を 電気 通 信 回線 で 接続 し た 電 子 情報 処 理 組織 を い う 。第 19 条

に お い て 同じ 。） を 使用 す る 方法 に より 行 う こ と がで き る 。 

 第 16 条 第 ３項 中 「 、オ ン ラ イ ンに よ る方 法 を 活 用 した 委 員 会で な い 場 合に お い

て も 」 を 削 り、 同 条 第４ 項 中 「 参加 し た」 を 「 参 加 する 」 に 、「 公 聴 会 に出 席 し

た も の と み なし て 、 この 条 例 の 規定 を 適用 す る 」 を 「こ の 条 例の 規 定 の 適用 に つ



い て は 、 当 該公 聴 会 に出 席 し て いる も のと み な す 」 に改 め る 。 

 第 19 条 を 次の よ う に改 め る 。 

 （ 代 理 人 又は 文 書 等に よ る 意 見の 陳 述）  

第 19 条  公 述 人は 、 代 理人 に 意 見を 述 べさ せ 、 又 は 文書 若 し くは 電 子 情 報処 理 組

織 を 使 用 する 方 法 に より 意 見 を提 示 する こ と が で きな い 。 ただ し 、 委 員会 が 許

可 し た 場 合は 、 こ の 限り で な い。 

 第 20 条 第 ４項 中 「 、オ ン ラ イ ンに よ る方 法 を 活 用 した 委 員 会で な い 場 合に お い

て も 」 を 削 り、 同 条 第５ 項 中 「 参加 し た」 を 「 参 加 する 」 に 、「 委 員 会 に出 席 し

た も の と み なし て 、 この 条 例 の 規定 を 適用 す る 」 を 「こ の 条 例の 規 定 の 適用 に つ

い て は 、 当 該委 員 会 に出 席 し て いる も のと み な す 」 に改 め る 。 

 第 21 条 の 見出 し 中 「等 」 を 削 り、 同 条 第 １ 項 中 「 委員 会 記 録に は 、」 を「 委 員

長 は 、 書 記 をし て 」 に、 「 記 載 し」 を 「記 載 し た 委 員会 記 録 を作 成 さ せ 」に 改 め

、 「 委 員 長 が」 を 削 り、 同 条 第 ２項 を 次の よ う に 改 める 。 

２  前 項 の 規 定に か か わら ず 、 同項 の 委員 会 記 録 の 作成 は 、 議長 が 定 め ると こ ろ

に よ り 、 当該 委 員 会 記録 に 係 る 電 磁 的記 録 （ 電 子 的方 式 、 磁気 的 方 式 その 他 人

の 知 覚 に よっ て は 認 識す る こ とが で きな い 方 式 で 作ら れ る 記録 で あ っ て、 電 子

計 算 機 に よる 情 報 処 理の 用 に 供さ れ るも の を い う 。） に よ り 行 う こ と がで き る

。 こ の 場 合に お い て 、同 項 の 規定 に よる 署 名 に つ いて は 、 同項 の 規 定 にか か わ

ら ず 、 氏 名又 は 名 称 を明 ら か にす る 措置 で あ っ て 議長 が 定 める も の を もっ て 代

え る こ と がで き る 。 

   附  則 

 （ 施 行 期 日） 

１  こ の 条 例は 、 令 和６ 年 ４ 月 １日 か ら施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置） 

２  こ の 条 例 の施 行 の 際現 に こ の条 例 によ る 改 正 前 の横 浜 市 会委 員 会 条 例第 ２ 条

の 規 定 に よる 次 表 の 左欄 に 掲 げる 常 任委 員 会 の 委 員、 委 員 長又 は 副 委 員長 に 選

任 さ れ て いる 者 は 、 それ ぞ れ 、こ の 条例 に よ る 改 正後 の 横 浜市 会 委 員 会条 例 第

２ 条 の 規 定に よ る 同 表の 右 欄 に掲 げ る常 任 委 員 会 の委 員 、 委員 長 又 は 副委 員 長

に 選 任 さ れた も の と みな す 。 



政 策 ・ 総 務 ・ 財 政 委 員 会 政 策 経 営 ・ 総 務 ・ 財 政 委 員 会 

温 暖 化 対 策 ・ 環 境 創 造 ・ 資 源 循 環 委

員 会  

脱 炭 素 ・ GREEN× EXPO 推 進 ・ み ど り 環

境 ・ 資 源 循 環 委 員 会 

水 道 ・ 交 通 委 員 会 下 水 道 河 川 ・ 水 道 ・ 交 通 委 員 会 

３  こ の 条 例 の施 行 の 際現 に こ の条 例 によ る 改 正 前 の横 浜 市 会委 員 会 条 例第 ２ 条

の 規 定 に よる 常 任 委 員会 に お いて 継 続審 査 中 の 事 件に つ い ては 、 そ れ ぞれ 、 こ

の 条 例 に よる 改 正 後 の横 浜 市 会委 員 会条 例 第 ２ 条 の規 定 に より そ の 事 件を 所 管

す る こ と とな る 常 任 委員 会 に 付議 さ れた 継 続 事 件 とみ な す 。 

 （ 横 浜 市 市 会議 員 の 議員 報 酬 、費 用 弁償 及 び 期 末 手当 に 関 する 条 例 の 一部 改 正

） 

４  横 浜 市 市 会議 員 の 議員 報 酬 、費 用 弁償 及 び 期 末 手当 に 関 する 条 例 （ 昭和 31 年

８ 月 横 浜 市条 例 第 30 号） の 一 部を 次 のよ う に 改 正 する 。 

  第 ５ 条 第 ３項 中 「 出席 し た もの 」 を 「 出 席 し て いる も の 」に 改 め る 。 

 

提  案  理  由 

 委 員 会 に 係る 手 続 のオ ン ラ イ ン化 に 関す る 規 定 の 整備 を 図 ると と も に 、横 浜 市

事 務 分 掌 条 例の 一 部 改正 に 伴 い 常任 委 員会 の 名 称 等 を変 更 す る等 の た め 、横 浜 市

会 委 員 会 条 例の 一 部 を改 正 し た いの で 提案 す る 。 



 参  考  

   横浜市会委員会条例（ 抜 粋） 

                           上段  改 正 案     
                        （ 下段  現  行 ）  

（ 常 任 委 員 会 の名 称 、 委 員の 定 数 及び 所管 事 項 ） 

第 ２ 条  常 任 委員 会 の 名称 、 委 員の 定 数及 び 所 管 事 項は 、 次 のと お り と する 。  

   政 策 経 営・ 総 務 ・財 政 委 員会 
 (1)                11人 
   政 策 ・ 総務 ・ 財 政委 員 会 

   政 策 経 営局 、 総 務局 、 デ ジタ ル 統括 本 部 
                     、 財 政局 、 会 計室 、 選 挙 管理 委 員 
   デ ジ タ ル統 括 本 部、 政 策 局、 総 務局  

  会 、 人 事 委員 会 、 監査 委 員 及び 議 会局 の 所 管 に 属す る 事 項 

   （ 第 ２ 号か ら 第 ５号 ま で 省略 ） 

   脱 炭 素 ・ GREEN× EXPO 推 進 ・み ど り環 境 ・ 資 源 循環 委 員 会 
 (6)                            10 人 
   温 暖 化 対策 ・ 環 境創 造 ・ 資源 循 環委 員 会 

   脱 炭 素 ・ GREEN× EXPO 推 進 局、 み どり 環 境 局 
                      、 資源 循 環 局及 び 農 業 委員 会 の 
   温 暖 化 対策 統 括 本部 、 環 境創 造 局 

  所 管 に 属 する 事 項 

   （ 第 ７ 号省 略 ） 

   下 水 道 河川 ・ 水 道・ 交 通 委員 会 
 (8)                 10 人 
   水 道 ・ 交通 委 員 会 

   下 水 道 河川 局 、 
          水道 局 及 び交 通 局の 所 管 に 属 する 事 項 
    

（ 出 席 の 特 例 ） 

          大 規模 な 災 害等 の発 生 等 又 は 重大 な 感 染症 の ま ん 延    
第 ９ 条 の ２  委 員 長 は、 
           新 型 コ ロナ ウ イル ス 感 染 症 その 他 の 重大 な 感 染 症の ま ん 

           
          によ り 委 員が 委 員会 を 招 集 す る場 所 に 参集 す る こ とが 困 
延 又 は 災 害 等 の発 生 等 

難 と 認 め る と きは 、 映 像と 音 声 の送 受 信に よ り 相 手 の状 態 を 相互 に 認 識 しな が

ら 通 話 を す る こと が で きる 方 法 （以 下 「オ ン ラ イ ン によ る 方 法」 と い う 。） を 

                                 当 該 
活 用 し た 委 員 会を 開 き 、当 該 委 員会 を 招集 す る 場 所 以外 の 場 所か ら 委 員 を    
                                    

委 員 会 に 参 加 させ る こ とが で き る。 た だし 、 第 13 条 の２ の 秘 密会 は 、 こ の限 り 

で な い 。 

   （ 第 ２項 省 略 ） 

                   参 加 す る     この 条 例 の 規定 の 適 
３  前 項 の 規 定に よ る 許可 を 得 て委 員 会に     委員 は 、           
                   参 加 し た     委員 会 に 出 席し た も 

用 に つ い て は 、当 該 委 員 会に 出 席 して いる も の と み なす 
                         。 
の と み な し て 、こ の 条 例 の規 定 を 適用 する  

  （ 第 ４ 項 省略 ） 



              申出   
 （ 意 見 を 述 べよ う と する 者 の    ） 
              申し 出 

第 15 条  （ 第 １項 省 略 ） 

２  前 項 の 規 定に か か わら ず 、 同項 の 規定 に よ る 申 出は 、 委 員長 が 定 め ると こ ろ 
 

 に よ り 、 委 員長 が 定 める 電 子 情報 処 理組 織 （ 委 員 会の 使 用 に係 る 電 子 計算 機 （  
 

 入 出 力 装 置 を含 む 。 以下 こ の 項に お いて 同 じ 。） とそ の 通 知の 相 手 方 の使 用 に  
 

 係 る 電 子 計 算機 と を 電気 通 信 回線 で 接続 し た 電 子 情報 処 理 組織 を い う 。第 19 条 
 

 に お い て 同 じ 。） を 使用 す る 方法 に より 行 う こ と がで き る 。 
 

 （ 公 述 人 の 決定 ） 

第 16 条  （ 第 １項 及 び 第２ 項 省 略） 

                                    
３  公 述 人 は                              、 
      、オ ン ラ イン に よ る方 法 を活 用 し た 委 員会 で な い場 合 に お いて も   

 オ ン ラ イ ン によ る 方 法で 公 聴 会に 参 加し て 、 意 見 を述 べ る こと が で き る。  

              参加 す る      この 条 例 の規 定 の 適 用に つ い 
４  前 項 の 規 定に よ り 公聴 会 に     公 述 人 は 、 
              参加 し た      公聴 会 に 出席 し た も のと み な 

 て は 、 当 該 公聴 会 に 出席 し て いる も のと み な す 
                      。 
 し て 、 こ の 条例 の 規 定を 適 用 する 

 （ 代 理 人 又 は文 書 等 によ る 意 見の 陳 述）  
 （ 代 理 人 又 は文 書 に よる 意 見 提出 ） 

    公 述 人は 、 代 理人 に 意 見を 述 べさ せ 、 又 は 文書 若 し くは 電 子 情 報処 理 組  
第 19 条   
    公 述 人は 、 委 員会 の 同 意を 得 た場 合 に は 、 代理 人 に 意見 を 述 べ させ 、 又  

 織 を 使 用 す る方 法 に より 意 見 を提 示 する こ と が で きな い 。 ただ し 、 委 員会 が 許 
 は 文 書 に よ り、 意 見 を提 出 す るこ と がで き る 。 

 可 し た 場 合 は、 こ の 限り で な い。 
  

 （ 参 考 人 の 意見 聴 取 ） 

第 20 条  （ 第 １項 か ら 第３ 項 ま で省 略 ） 

                                    
４  参 考 人 は                              、 
      、オ ン ラ イン に よ る方 法 を活 用 し た 委 員会 で な い場 合 に お いて も  

 オ ン ラ イ ン によ る 方 法で 委 員 会に 参 加し て 、 意 見 を述 べ る こと が で き る。  

              参加 す る      この 条 例 の規 定 の 適 用に つ い 
５  前 項 の 規 定に よ り 委員 会 に     参 考 人 は 、 
              参加 し た      委員 会 に 出席 し た も のと み な 

 て は 、 当 該 委員 会 に 出席 し て いる も のと み な す 
                      。 
 し て 、 こ の 条例 の 規 定を 適 用 する 

         
 （ 委 員 会 記 録  ） 
       等 

    委 員 長は 、 書 記を し て                        
第 21 条            議事 の 記録 及 び 出 席 者の 氏 名 その 他 必 要 な事 項 を 
    委 員 会記 録 に は、                          

 記 載 し た 委 員会 記 録 を作 成 さ せ          
               、 こ れに     署名 し な けれ ば な ら ない 。 
 記 載 し                委 員 長 が 



  前 項 の 規 定に か か わら ず 、 同項 の 委員 会 記 録 の 作成 は 、 議長 が 定 め ると こ ろ 
２   
  前 項 の 委 員会 記 録 は、 電 磁 的記 録 によ る こ と が でき る 。 この 場 合 に おけ る 同  

 に よ り 、 当 該委 員 会 記録 に 係 る 電 磁 的記 録 （ 電 子 的方 式 、 磁気 的 方 式 その 他 人 
 項 の 署 名 に つい て は 、地 方 自 治法 （ 昭和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 123 条 第 ３項 の 規 

 の 知 覚 に よ って は 認 識す る こ とが で きな い 方 式 で 作ら れ る 記録 で あ っ て、 電 子 
 定 を 準 用 す る。 

 計 算 機 に よる 情 報 処理 の 用 に 供さ れ るも の を い う 。） に よ り行 う こ と がで き る 
 

 。 こ の 場 合に お い て、 同 項 の 規定 に よる 署 名 に つ いて は 、 同項 の 規 定 にか か わ 
 

 ら ず 、 氏 名又 は 名 称を 明 ら か にす る 措置 で あ っ て 議長 が 定 める も の を もっ て 代 
 

 え る こ と が でき る 。 
 

   （ 第 ３ 項省 略 ） 

 

   横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 （抜    

   粋 ） 

                           上段  改 正 案     
                        （ 下段  現  行 ）  
 （ 費 用 弁 償 ） 

第 ５ 条  （ 第 １項 及 び 第２ 項 省 略） 

３  議 員 が 招 集に 応 じ て会 議 、 委員 会 （分 科 会 、 小 委員 会 及 び理 事 会 を 含む 。）  

 又 は 地 方 自 治法 第 100 条 第 12 項に 規 定す る 議 案 の 審査 若 し くは 議 会 の 運営 に 関 

 し 協 議 若 し くは 調 整 を行 う た めの 場 （以 下 「 会 議 等」 と い う 。） に 出 席し た と 

 き （ 横 浜 市 会委 員 会 条例 （ 昭 和 43 年 ５月 横 浜 市 条 例第 28 号 ) 第 ９ 条 の ２第 ３ 項 

           出 席 し てい る もの 
 の 規 定 に よ り委 員 会 に         と み な さ れた と き を除 く 。） は、 費 用 
           出 席 し たも の 

 弁 償 と し て 、１ 日 に つき 、 次 の各 号 に掲 げ る 議 員 の居 住 地 の区 分 に 応 じ、 当 該

各 号 に 定 める 額 を 支 給す る 。 

   （ 第 １ 号か ら 第 ３号 ま で 及び 第 ４項 省 略 ） 


